
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（１月定例会） 
          

日時：令和５年１月 18日（水）午後１時 30分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 確定申告書作成会場と申告方法について 

     【掲出依頼】（神奈川税務署） 

 

（２） 区社協会費、赤い羽根共同募金･年末たすけあい募金､日本赤十字社 

会費の各受入状況について    【情報提供】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３） 第 38回神奈川区社会福祉大会 被表彰者について 

【情報提供】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（４） 山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について 

【市民意見募集】（港湾局山下ふ頭再開発調整課） 

 

（５） 三ツ沢公園の再整備について【情報提供】（環境創造局公園緑地整備課） 

 

（６） 東部方面斎場（仮称）整備事業の進捗状況について 

  【情報提供】（健康福祉局環境施設課） 

 

 



（７） 環状２号線（三枚高架橋）における大雪時の予防的通行規制について 

【掲出依頼】（神奈川土木事務所） 

 

（８） 令和５年４月９日執行 第 20回統一地方選挙について 

【協力依頼】（総務課） 

 

（９） 第８期神奈川区地域づくり大学校「アクションプラン発表会」の 

  開催について               【出席依頼】（区政推進課） 

 

（10）神奈川区障害福祉ショップガイド「かめあるき」の送付について 

【情報提供】（高齢・障害支援課） 

 

（11）「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」への 

ご協力に関する再度のお願いについて    【協力依頼】（地域振興課） 

 

（12）令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画の YouTube 

配信について               【情報提供】（地域振興課） 

 

（13）令和４年度自治会町内会長永年在職者表彰及び感謝会について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（14）区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」２・３月号に 

ついて                      【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（15）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（地域振興課） 

 

※（４）・（８）・（11）・（12）は市連会からの議題です。 

 

 
≪２月定例スケジュール≫ 
 
・２月区連定例会の開催について          （地域振興課） 

◇日 時：令和５年２月 17日（金）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・２月の配送便（白袋）について           （地域振興課） 

２月の配送便は２月 25日（土）までに送付予定です。 



議  題 

 

１ 確定申告書作成会場と申告方法について                                   

 
この度、神奈川税務署では、令和４年分確定申告について申告書作成会場の開設期間、

場所、受付及び相談の時間等をお知らせするチラシを作成しました。 
例年、申告書作成会場は大変混雑しますので、ご自宅からの e-Taxによる申告をお勧

めします。e-Tax を活用することで、税務署へのご持参や申告書等の印刷・郵送等が不

要になることに加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止にもつながります。 
 
つきましては、多くの区民の方々へお知らせいたしたく、１月の配送便にてチラシを

お送りいたしますので、掲示板への掲出をお願いいたします。 
 
 【申告書作成会場の概要】 

開 設 期 間 会  場 所 在 地 時  間 

 

２月１日（水） 

 ～３月 15日（水） 

※土、日及び祝日を除

きます。 

 

神奈川税務署 

 

港北区 

大豆戸町 528-5 

【受付】 

午前８時 30分から午後４時まで 

※入場整理券の配付状況に応じて受付

を早く締め切る場合があります。 

【相談】 

午前９時 15分から午後５時まで 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 神奈川税務署 個人課税第１部門  電話：544-0141 FAX：544-9430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲出依頼 

 



 
２ 区社協会費、赤い羽根共同募金･年末たすけあい募金､日本 
赤十字社会費の各受入状況について      

 
神奈川区社協でお願いしております、会費や募金の受入状況について報告します。 

なお、引き続き受付をしておりますので、無理のない範囲でのご協力を賜りますよう 

お願い申し上げます。 

 

（１）神奈川区社会福祉協議会会費 （令和４年12月28日現在） 

              実 績 
会 費 総 額 ４,０７９,９５０円 

自治会町内会数 １６８自治会町内会 
 

（２）① 赤い羽根共同募金     （令和４年12月30日現在） 

 実 績 
募 金 総 額 １１,３３８,６４４円 

自治会町内会数 １４１自治会町内会 
 

（２）② 年末たすけあい募金     （令和４年12月30日現在） 

 実 績 
募 金 総 額 １２,６１３,７５６円 

自治会町内会数 １４２自治会町内会 
 

（３）日本赤十字社会費        （令和４年12月28日現在） 

 実   績 
会 費 総 額 １２,７９１,３５１円 

自治会町内会数 １５１自治会町内会 
 

 

 

 

※連長までの情報提供です。 
 
 
 
【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会  担当：松本・本橋・後藤 
 電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 

 

 

 

情報提供 



３ 第 38回神奈川区社会福祉大会 被表彰者について 

 

 
第 38回神奈川区社会福祉大会における社会福祉功労被表彰者が決定しました。 

なお、社会福祉大会については、昨年 11月及び１月上旬にご案内のとおり、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策のため規模を縮小し、下記のとおり開催いたします。 

 
【開催概要】 

  ◇日  時  令和５年２月 10日（金）14:00～15:30（13:30開場） 

  ◇場  所  神奈川公会堂 
  ◇内  容 （１）福祉活動功労者への感謝状贈呈式 
        （２）福祉保健活動団体活動紹介 ［予定］ 
          ①配食ボランティアグループ さくら会 
          ②地域訓練会 グループスヌーピー 
          講師：豊田 宗裕 氏（聖徳大学 心理・福祉学部 教授） 
  ◇参加対象  各地区連合自治会町内会、各地区社会福祉協議会、 

各地区民生委員児童委員協議会 他 200名程度 

  ◇主  催  神奈川区社会福祉協議会・神奈川区役所 
 
 
※連長までの情報提供です。 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 担当：村瀬・松本  電話：311-2014 FAX：313-2420 
福祉保健課 担当：北村・金屋  電話：411-7135 FAX：316-7877 

 

 

 

４ 山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について 

                   

 

  山下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向け、前回の市民意見募集等の結果を踏まえ、

より具体的な再開発のイメージや導入機能などを伺うため、令和４年 11月 22日から市

民意見募集を開始しました。 

つきましては、１月の配送便にて参考までに各自治会町内会長様あてに関係資料を１

部お送りいたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

【問合せ先】 

港湾局 山下ふ頭再開発調整課 担当：小島・大脇  電話：671-7315 FAX：550-4961 

市民意見

募  集 

情報提供 



 

５ 三ツ沢公園の再整備について 

 

 

 令和４年８月 10日から９月８日にかけ、「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向

けた基本的な考え方（案）」について市民意見募集を実施したところ、合計で 2,946通

5,748件に上る大変多くのご意見をいただき、地域の皆様の日常的な公園利用に対するニ

ーズの大きさなどが伺えました。 

この市民意見募集の実施結果とともに、これまでの検討経過等も踏まえて「三ツ沢公

園 再整備基本構想（案）」を取りまとめましたので、お知らせいたします。（詳細は別添

資料をご参照ください） 

つきましては、１月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

環境創造局 公園緑地整備課 担当：雨宮・吉村  電話：671-4768 FAX：671-2724 

 

 

 

 

６ 東部方面斎場（仮称）整備事業の進捗状況について 
                       
 

将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区大黒町で計画を進めております「東

部方面斎場（仮称）」について整備の進捗状況を報告いたします。 
 

 

 

※連長までの情報提供です。 
 

 

 

【問合せ先】 

健康福祉局 環境施設課 担当：山口・川畑  電話：671-4386 FAX：664-6753 

 

 

 

情報提供 

情報提供 



 

７ 環状２号線（三枚高架橋）における大雪時の予防的通行 

規制について                

 

  大雪時における事故防止及び安全な道路交通の確保を図るため、早い段階で車線規制

や通行止め等の「予防的通行規制」を実施する場合がある道路として、大規模な車両の

滞留が懸念される市内３か所の区間が指定されました。 
  神奈川区内では、環状２号線の三枚高架橋が規制区間に指定されており、今後、大雪

時には本線を予防的に通行止めとし、側道を通行していただく場合がありますので、こ

のたび、多くの方に知っていただくためのチラシを作成しました。 
 

つきましては、１月の配送便にてチラシをお送りいたしますので、掲示板への掲出を

お願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

神奈川土木事務所 担当：宮本・大橋  電話：491-3363 FAX：491-7205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲出依頼 



 

８ 令和５年４月９日執行 第 20回統一地方選挙について 

 

 

日ごろから、選挙の執行に際し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、昨年執行の第 26 回参議院議員通常選挙につきましては、格別なご協力を賜り、

無事に選挙を執行することができました。重ねて御礼申し上げます。 

本年４月９日には第 20回統一地方選挙（市議選、県議選、知事選）が実施されます。 

つきましては、お忙しい中、大変恐縮ですが、投票管理者・立会人及び投票所従事者

等の推薦等各種依頼につきまして、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【依頼事項】 

(1) 投票管理者・投票立会人及び投票所従事者のご推薦について 

     各投票区あたり、投票管理者（１名）・投票立会人（２名）及び投票所従事者（２

名程度の名簿照合パソコン操作担当を含む８～９名程度） 

(2) 期日前投票所の投票立会人のご推薦について（一部連合町内会） 

期日前投票所（神奈川区役所、神大寺地区センター）の各投票所１日あたり２名 

(3) 選挙啓発ポスター等について 

自治会、町内会掲示板への選挙啓発ポスターの掲出 

【提出期限】 

令和５年２月 17日（金） 

  ※お忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 【参考】選挙の種類 

  統一地方選挙（横浜市議会議員選挙、神奈川県議会議員選挙、神奈川県知事選挙） 

 
 
 

 
【問合せ先】 

総務課 統計選挙係 担当：鈴木・関和  電話：411-7014 FAX：411-7018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協力依頼 



 

９ 第８期神奈川区地域づくり大学校「アクションプラン 

発表会」の開催について          
 

昨年の 11月に始まりました「第８期神奈川区地域づくり大学校」が２月に最終講を

迎えます。最終講では３か月間にわたって地域づくりを学んできた 29名の受講生が、“自

分たちの地域をこうしたい”という想いを込めた「アクションプラン」を発表します。

プラン発表をお聞きいただき、受講生が卒業後、地域活動の担い手として活躍できるよ

うご助言などをいただければと考えております。 

つきましては、各地区連合町内会長の皆様には、最終講に是非ご参加くださいますよ

うお願いいたします。 

 

【最終講（第５講）】 

 ◇日   時：令和５年２月 26日（日）13：00～16：00 

 ◇場   所：神奈川区役所５階 大会議室 

 ◇参加対象者：各地区連合町内会長、受講生をご推薦いただいた単位自治会町内会長 

◇申 込 方 法：２月 15日（水）までに下記問合せ先までご連絡ください。 

 

 

【問合せ先】 

区政推進課 地域力推進担当：辻岡・宮前・後藤  電話：411-7026 FAX：314-8890 

 

 

 

10 神奈川区障害福祉ショップガイド「かめあるき」の送付に  

ついて                   

 
  神奈川区内の障害者施設で作られた製品やお店をより多くの方に紹介するため、神奈

川区障害者地域作業所連絡会と共に障害福祉ショップガイド「かめあるき」を作製いた

しました。 
  障害者の方が活躍されている障害者施設、心のこもった製品や食品を知っていただき、

身近に感じていただければと考えています。 
  つきましては、１月の配送便にて各自治会町内会長様あてにショップガイドを１部お

送りいたしますので、御活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

 

 
【問合せ先】 

高齢・障害支援課 障害者支援担当：大澤  電話：411-7114 FAX：324-3702 

 

 

出席依頼 

情報提供 



 

11 「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」     

へのご協力に関する再度のお願いについて   
 

  11月の市連会・区連会を通じて標記アンケートへのご協力をお願いしたところですが、

残念ながら回答率が伸び悩んでおります。アンケートフォームへのアクセスのしやすさ

など、これまでにいただいたご意見を踏まえて改善を加え、回答期限につきましても１

月末まで延長いたしました。 

つきましては、１月の配送便にて再度のお願いをお送りいたしますので、まだご回答

いただいていない自治会町内会長の皆様におかれましては、何卒ご回答にご協力くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

◇回答方法：横浜市電子申請・届出システム、11月に配付した返信用封筒による調査

票の郵送 

◇回答期限：令和５年１月 31日（火） 

  

 

  

【問合せ先】 

市民局 地域活動推進課 担当：川口・江口  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 

 

12 令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画の 

YouTube配信について            

 

  令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、新型コロナウイルス感染

症の影響により集合形式から変更し、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容を

ご紹介するため、講習会内容を収録した動画を YouTube配信いたします。 

つきましては、１月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たしますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域活動推進課 担当：川口・石栗  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 

 

協力依頼 

情報提供 



 

13 令和４年度自治会町内会長永年在職者表彰及び感謝会に 

ついて                  

 

皆様方の日頃の御労苦に対して感謝の意を表するため「令和４年度自治会町内会長感 
謝会」をつぎのとおり開催します。 
なお、人の密集による新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年から規模を縮 

小し、地域からの出席者を表彰対象者と地区連合町内会長のみとさせていただきます。 
  つきましては、１月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。なお、表彰対象者には別途郵送でご連絡します。 

 
【開催概要】 

◇日 時：令和５年３月８日(水) 午後４時頃から 

◇場 所：新横浜グレイスホテル（港北区新横浜３丁目６-15） 

   ◇出席者：永年在職者表彰５年～50年の方、地区連合町内会長 

  ※なお、当日は市長が出席します。 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 担当：小川・沓澤  電話：411-7087 FAX：323-2502 

 

14 区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」２・３月 

号について                                                 
 

神奈川区区民活動支援センターでは、生涯学習・市民活動で活躍している人やこれか

ら何かを始めようとする人を応援するための情報誌「ぐろーばる・あい」を隔月で発行

しており、この度、２・３月号を発行します。 
つきましては、１月の配送便にて「ぐろーばる・あい」２・３月号をお送りいたしま 

すので、掲示板への掲出をお願いいたします。 
 

なお、「ぐろーばる・あい」は全４ページの体裁ではありますが、掲出いただく際は１

ページ目（表紙）のみの掲出で差し支えありません。 
 
 
 
【問合せ先】 

  地域振興課 担当：壽美・佐井  電話：411-7092 FAX：323-2502 

 

情報提供 

掲出依頼 



 

15 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 
 
横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最近の消費者被害等の事例

をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」２月号を１月の配送便にてお

送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：本田・霜山  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

掲出依頼 



スマホで 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ただし、２月 19日及び２月 26日の日曜日は開場します。 

〇 令和４年分の申告書作成会場では、混雑回避のために「入場整理
券」を配付します。 

〇 入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINE による事前発
行で入手することが可能です。 

〇 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があり
ます。 

〇 ３月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますの
で、２月中の来場をお勧めします。 

 
〇 期間中、当署の駐車場は使用できますが、大変混み合いますので、
あらかじめご了承ください。 

 

開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間 

２月１日（水） 

～ ３月 15 日（水） 

※ 土、日及び祝日を除きます。（注）  

神奈川税務署 
港北区 

大豆戸町 528-5 

【受付】 
午前８時 30分から午後４時まで 
※入場整理券の配付状況に応じて、 

受付を早く締め切る場合があります。 

【相談】 
午前９時 15分から午後５時まで 

※メンテナンス時間 

を除きます 

※一部書類を除きます。 

【問合せ先】 〒222‐8550 港北区大豆戸町 528番 5 ℡ 045（544）0141（代表） 
※ お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。 

神奈川税務署からのお知らせ 

e-Tax が便利！ 
 

～申告書の作成・送信は国税庁ホームページをチェック～  

 申告書作成会場の開設について  

 

 

～ 混 雑 ( ３ 密 ) 回 避 の た め 入 場 整 理 券 を 配 付 し ま す ～ 

【案内図】 

確定申告 
動画で見る確定申告 

友だち追加は 
こちらから！ 

オンラインで事前発行 

LINEアプリで国税庁の公式 LINEアカウン

トを友だち追加してください。 



 

 

山下ふ頭再開発に係る意見募集への協力について 

 

令和４年11月22日から添付のリーフレット等により、市民意見募集を開始しましたので、

応募のご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 意見募集の概要 

前回の市民意見募集等の結果を踏まえ、より具体的な再開発のイメージや導入機能など

について、ご意見を伺います。 

 

２ 募集期間 

令和４年11月22日（火）から５年２月28日（火）まで 

 
３ 応募方法 

(1) リーフレット付属はがき 

(2) インターネット入力フォーム 

・スマートフォン：QRコードからアクセス 

・パソコン   ：市（港湾局）のホームページからアクセス 

 
４ リーフレット配布場所 

(1) 市民情報センター（市庁舎３階） 

(2) 18区役所広報相談係 

(3) 主要鉄道駅、各図書館及び各行政サービスコーナーのPRボックス 

(4) 青少年地域活動拠点 

 

５ 今後の進め方 

令和 12 年頃（2030 年頃）の山下ふ頭再開発の供用を目標とし、次のとおり進めますが、

詳細なスケジュールは今後の検討の中で設定していきます。 

 

 

担当：港湾局山下ふ頭再開発調整課 小島、大脇 

Tel 045-671-7315 

令和４年 11 月 22 日 市民意見募集等の開始（令和５年２月 28 日まで） 

令和５年春頃～ 地域の関係者や有識者等からなる委員会の設置、 

新たな事業計画策定、事業者募集、事業予定者決定 

令和８年度頃 山下ふ頭再開発事業化 

市連会１月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 １ 月 1 2 日 

港湾局山下ふ頭再開発調整課 



ー募集期間ー

令和4年11月22日（火）～
5年2月28日（火）

横浜市港湾局

　前回の市民意見募集では、「市民意見を反映し、その結果（地元経済活性化、賑わい創出などの視点・機能等）を

踏まえて、広く民間から提案募集をするべき」とのご意見を多くいただきました。そこで、市民意見募集等の結果を

踏まえ、改めて横浜市内の法人（企業・団体等）の皆様から新たな提案の募集を行います。

　一方、市民の皆様からも、既にいただいた市民意見や企業・団体等からの提案を踏まえて、より具体的な再開発

のイメージや導入機能などを伺うため、改めて市民意見募集や意見交換会を行います。

　いただいたご意見やご提案は、今後の計画の検討に活用していきます。

山下ふ頭の再開発
についてご意見を
募集します

新たな事業計画策定に向けて、
横浜市民の方をはじめ、
市外在住の方や

企業・団体等の皆様も
ご意見をお聞かせください



令和３年12月23日（木）～令和４年６月30日（木）
募集期間

　択一式質問の集計（下図左）とともに、自由意見について
は、一文ずつに分け、類似の意見を分類して抽出するアフ
ターコーディングの手法と、出現頻度の高い単語を抽出す
るテキストマイニングの手法により、問ごとに分析（下図右）
を行いました。

集計・分析結果と市民意見の傾向

回答数

回答者の年代別割合

10代以下 40人(1.1％）無回答 66人(1.8％）

80代以上 
108人(2.9％）

20代 289人（7.8％）

30代561人
（15.1％）

40代746人
（20.0％）

50代928人
（24.9％）

60代590人
（15.9％）

70代
393人

（10.6％）

再開発のイメージ

海・みなと
国際性

賑わい・楽しさ
非日常性
先進性
緑・憩い

文化・芸術性
交流・出会い

歴史性
その他

エンターテイメント機能
水辺・親水機能
文化・芸術機能
ショッピング機能

クルーズ船受入機能
滞在機能

スポーツ機能
コンベンション機能

食・健康、美容・リラクゼーション機能
その他

0% 20% 40% 60%

0% 20% 40% 60%

3,721件

　海・みなと、国際性、賑わい・楽しさをメインテーマとしつつ、文化や歴史、海
と緑の調和、観光、市民も楽しめるまちづくりなどの視点を取り込むことも必要

ふさわしい導入機能
　エンターテイメント機能、水辺・親水機能、文化・芸術機能のほか、スタジアム
等のスポーツ機能やホテル等の滞在機能を複合的に導入していくとともに、観
光・交通の充実、楽しさなどの視点も必要

※このうち、自由意見が
　あったもの1,942件

市民意見募集の結果概要1



再開発に
取り入れる視点

　持続可能なまちづくり、多様性社会、実験都市といった視点に加え、市民へ
の還元、防災や環境対策の充実、将来を見据えたまちづくり、税収の確保、企業
誘致による産学連携などの視点も必要

市民意見募集
意見交換会
企業等提案募集

事業化

事業予定者決定

事業者募集

事業計画策定

供用開始

募集期間 
令和4年11月22日（火）～5年2月28日（火）

回答欄
より具体的な再開発のイメージや導入機能などについて、
あなたのご意見をお聞かせください。

✂切り取り線✂

今後のスケジュール
令和3年12月
～4年  6月

4年11月
～5年  2月

５年 春頃～

4年  9月

8年度頃

12年頃
(2030年頃)

結果取りまとめ・公表

地域の関係者・有識者等委員会（設置予定）
事業計画案検討

市民意見募集
意見交換会
事業者提案募集

　市民意見募集（アンケート）、ワークショップ形式に
よる市民意見交換会及び事業者提案募集の結果につ
いて、取りまとめました。本リーフレットや下記のホーム
ページに掲載した取りまとめ結果をご覧いただき、
より具体的な再開発のイメージや導入機能などについ
て、改めてご意見をお聞かせください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info
/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi
/rinkaibu/naiko/kekka.html

持続可能なまちづくり
多様性社会
実験都市
脱炭素社会

DX
サブカルチャー
子育て・教育
超高齢社会

医療
その他

0% 20% 40% 60%

今回
実施

✂
切
り
取
り
線
✂

あなたのご意見をお聞かせください。



参加者の年代別割合

80代２人（１％）
10代
7人（３％）

30代26人
（12％）

20代32人
（14％）

40代37人
（17％）50代48人

（22％）

60代38人
（17％）

70代
31人
（14％）

まちづくりのテーマ ふさわしい導入機能

参加者総数 221人 　　付箋で出されたご意見の数 3,120件
開催概要

グループワークにおける意見の傾向

●シンボリックな空間の創造と横浜の歴史や文化を生か
したまちづくり
●子育て・教育にも配慮した市民のための再開発
●税収を意識した環境にも優しいサスティナブルなまち

　市民意見交換会において、付箋でいただいたご意見を要約して分類・集計（下図）を行いました。
中心の円の大きさはご意見の数をイメージしています。

第1回 5月29日㈰ 市庁舎 鶴見、神奈川、西、中、南 70人
第2回 6月12日㈰ 泉公会堂 保土ケ谷、旭、泉、瀬谷 34人
第3回 6月18日㈯ 港北公会堂 港北、緑、青葉、都筑 60人
第4回 6月26日㈰ 金沢地区センター 港南、磯子、金沢、戸塚、栄 57人

開催日 場所 エリア 参加者数

【参考】市民意見交換会の様子

●スポーツ、音楽等を中心とするエンターテイメント施設
●最先端技術等を扱う企業・大学・研究開発施設
●海を生かした公園と水上交通を含めた充実した
交通インフラ

市民意見交換会の結果概要2



大規模集客施設を中心とした提案

緑を中心とした提案

企業・大学等のイノベーション施設を中心とした提案

約1,000～8,000億円 約530～4,500万人 約2.5～12.6万人

開発の効果

開発に関する主なご意見等

事業者提案募集等の結果の詳細

●キャンパス型オフィス 93万㎡　グローバル企業、研究機関、大学等
●中長期型滞在施設 16万㎡  サービスアパートメント、スポーツ・医療ツーリズム、

研修施設、研究者用滞在施設等
●複合集客施設 6万㎡  ホール・シアター、ミュージアム、フードホール、

エンターテイメント施設
●リゾート型滞在施設 5万㎡(200～300室)
●賑わい施設 4万㎡　商業、飲食等

●国際展示場 25万㎡
●コンサート・イベント会場（7～8万人収容）
●SDGｓ・水素エネルギー施設
●その他施設
次世代中長期滞在型宿泊施設（7,000～10,000室）
植物工場・生鮮食料品市場・レストラン、
給食センター、F1、医療防災拠点、教育施設

※提案のあったデータの範囲のみを掲載

● 埠頭内だけでなく、周辺地区の開発促進やアクセス強化も必要である。
● 段階的な開発の考え方も導入する必要がある。
● 整備における公民の役割分担の協議や行政による支援をお願いしたい。

右のＱＲコードからホームページにてご覧いただけます。

投資見込み額投資見込み額投資見込み額投資見込み額 年間延べ来街者数年間延べ来街者数年間延べ来街者数年間延べ来街者数 雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数

●マルチアリーナ 12万㎡　スポーツ、コンサート、コンベンション等
●ホテル 28万㎡ (3,500室)
●商業施設等 13万㎡
●展示場・会議室 10万㎡
●客船ターミナル 1万㎡
●エネルギー施設 1万㎡
●歩行者デッキ 14万㎡

いただいた10件の提案のうち、事業者の承諾を得たものを掲載します。

（検討例）
●エンターテイメント施設
海上一体型半屋外シアター、水上ステージ、 全天候型プール等、フードマーケット

●文化芸術施設
 メディア芸術（デジタルアート）、グローバル拠点施設
●研究施設
海洋リサーチパーク、水産ガストロノミ―センター

●緑 28万㎡
●水素発電・浄化システム 7万㎡
●滞在・研修施設 9万㎡
●運動・健康施設 4万㎡
●水際線プロムナード 3万㎡
●客船ターミナル 5万㎡
●生態館 2万㎡

3 事業者提案募集の結果概要



①はがき(左のはがきを切り取り、ご使用ください。)
　【切手不要　当日消印有効】
②インターネット入力フォーム

下記のURLよりアクセスできます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako
/kkihon/keikaku/yamashita/joi/aratanatorikumi/iken.html

●「お電話やご来庁でのご意見の受付」および「ご意見への個別の
回答」はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

●ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報の保
護に関する条例」の規定に従い適正に管理し、ご意見の内容に不
明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。

●いただいたご意見は、公表させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

次の方法で、ご意見をお寄せください。
応募方法

スマートフォンで回答される方
右のQRコードからアクセスできます。

PCで回答される方

　昭和30～40年代の高度成長期に横浜港を
支える主力ふ頭として重要な役割を果たしまし
た。
　現在は、本牧ふ頭、南本牧ふ頭等でコンテナ
船へ積み卸すコンテナの開梱・梱包などを行う
バックヤードとしての役割を担っています。

✂切り取り線✂

✂
切
り
取
り
線
✂

2

神奈川県横浜市中区本町
6丁目50番地の10
横浜市港湾局 山下ふ頭再開発調整課 行

該当する項目にチェックをお願いします

横浜市 区
横浜市外
～1０歳代　　　20歳代
30歳代　　　　40歳代
50歳代　　　　60歳代
70歳代　　　　80歳代～　

【住　所】

【年　代】

3 1 8 7 9 0

郵便はがき

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和5年2月
28日まで
（切手不要）

ご協力ありがとうございました

山下ふ頭の特長概 要

立 地 計画地のスケール比較

計画地

計画地

馬車道駅

元町・中華街駅

日本大通り駅

関内駅

500m

1,000m

石川町駅
鎌倉

箱根
車約1時間30分

車約1時間50分
富士山←

←

約47haに及ぶ
広大な開発空間

横浜港の
良好な景観高い交通利便性 周辺の観光資源

周囲を囲む
穏やかな水域

車約40分

出典：横浜市山下ふ頭開発基本計画（平成27年９月策定）

横浜駅
電車約8分

新横浜駅
電車約26分

渋谷駅
電車約35分

東京駅
電車約45分

羽田空港
車約15分東名横浜青葉IC

車約25分

横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課
令和4年11月作成
〒231-0005　横浜市中区本町6-50-10
電話番号:045-671-4686　FAX番号:045-550-4961
メールアドレス　kw-yamashita@city.yokohama.jp

山下ふ頭の概要・立地について



自治会町内会長 各位 

 

令和５年 1 月 

 

環境創造局公園緑地整備課担当課長 

 

 

三ツ沢公園の再整備について 

 

日ごろから、市政への御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。 

 横浜市環境創造局では、「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え方（案）」

について、令和 4 年 8 月 10 日（水）から 9 月８日（木）までの期間において市民意見募集を実

施し、大変多くの御意見をいただきました。 

この市民意見募集の実施結果とともに、これまでの検討経過等も踏まえて「三ツ沢公園 再整

備基本構想（案）」について取りまとめましたので、お知らせいたします。 

本件につきましては、市民の皆様の御理解を得ながら、引き続き検討の深度化を図っていき

たいと考えていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

【配布資料】 

・三ツ沢公園の再整備について 

 

 

 

 

 

 

 

担当：環境創造局公園緑地整備課 

                             担当係長 雨宮 / 吉村 

電話：671－4768 

FAX：671－2724 

E-mail：ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp 







令和５年１月 18日 

 

神奈川区自治会町内会長 各位 

 

神奈川区神奈川土木事務所副所長 

 

 

環状２号線（三枚高架橋）における大雪時の予防的通行規制に 

関するチラシの掲出について（依頼） 

 

 日頃より、横浜市道路行政に御理解・御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 2021年１月の大雪により、北陸自動車道では大規模かつ長時間にわたる通行止めが発生

するなど、日本国内では近年、短期間の集中的な大雪が局所的に発生しており、幹線道路

上の大規模な車両の滞留により、人命に影響を及ぼす事態が発生しています。2021年３月

には、国土交通省が大雪時の道路交通確保に対する基本的な考え方を、「人命を最優先に、

幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」へ転換しました。 

 そこで、本市においても大雪時における事故防止及び安全な道路交通の確保を図るため、

市内３か所の道路において、早い段階で車線規制や通行止め等の『予防的通行規制』を実

施する場合があります。規制区間の詳細につきましては、本市道路局のホームページをご

覧ください。 

 神奈川区内では、環状２号線の三枚高架橋が規制区間（延長約 1,900ｍ）に指定されてお

り、今後、大雪時には本線を予防的に通行止めとし、側道を通行していただく場合があり

ますので、ご理解ください。なお、通行規制を行う際は、神奈川土木事務所のホームペー

ジに情報を掲載します。 

 つきましては、地域のみなさまへの情報周知のためのチラシを作成しましたので、掲示

板へのチラシ掲出の御協力をお願いいたします。 

 なお、部数に不足がありましたら、お手数ですが下記担当まで御連絡ください 

 

【規制区間】羽沢町 834番地付近～菅田町 2907番地（「菅田入口」交差点）付近 

       ※側道への分岐点付近になります 

 

【ホームページ】 

 ①大雪時の予防的通行規制区間（道路局維持課） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/dorobosai/ 

00_yoboutekituukouki.html 

 ②環状２号線予防的通行規制情報（神奈川区神奈川土木事務所） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/machizukuri_kankyo/jimusho/ 

 

担当：土木事務所 宮本、大橋 

(TEL)491-3363 (FAX)491-7205 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/dorobosai/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kurashi/machizukuri_kankyo/jimusho/


大雪時は人命を最優先し、幹線道路上の車両滞留を徹底
的に回避するため、環状２号線（三枚高架橋）において、
早い段階で本線を予防的に通行止めとし、側道を通行して
いただく場合があります。

横浜市神奈川区神奈川土木事務所 TEL 045-491-3363
FAX 045-491-7205

大雪予想時は
不要不急の
外出を控えましょう

市内の予防的通行規制に関する
情報はコチラ⇒

（横浜市道路局維持課HP）

予防的通行規制実施時の
情報はコチラ⇒

（横浜市神奈川土木事務所HP）



神高第２７７５号 
令和５年１月 18 日 

 
 
自治会町内会長 各位 

 

神奈川区福祉保健センター長 

本間 睦 

 

 
神奈川区障害福祉ショップガイド「かめあるき」の送付について 

 
 

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 日頃から、神奈川区福祉保健行政につきましては、御理解と御協力を賜り、厚く御

礼を申し上げます。 
このたび、神奈川区内の障害者施設で作られた製品やお店をより多くの方に紹介す

るため、神奈川区障害者地域作業所連絡会と共に障害福祉ショップガイド「かめある

き」を作製いたしましたので、送付させていただきます。 
障害者の方が活躍されている障害者施設、心のこもった製品や食品を知っていただ

き、身近に感じていただけたら幸いです。 
御活用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
担当 神奈川区高齢・障害支援課 
  障害者支援担当 大澤 

電話 ０４５－４１１－７１１４ 
FAX ０４５－３２４－３７０２ 

 

～障害者施設の皆様の声～ 

 
〇区内には、障害者の方が活躍している施

設がたくさんあります。この冊子を見て、

お店にお立ち寄りいただき、活躍を身近

に感じてほしいです。 
 
〇利用者の方がひとつひとつ丁寧に作り上

げる美味しいパンやクッキーを是非お試

しください。 
 
〇カフェの運営やイベントへの参加を通じ

て地域の方と交流し、社会とつながるこ

とをサポートしています。 

































自治会町内会長 様 
 

「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」への 

ご協力に関する再度のお願い 

  
日頃から、市政へのご協力を賜り、ありがとうございます。 

 11 月の市連会・区連会を通じて標記アンケートへのご協力をお願いしたところですが、 
残念ながら、回答率が伸び悩んでおります。（１月 10 日現在 電子申請 436 件、郵送 928
件、その他 12 件 合計 1376 件 回答率 48.3％） 
【1/13追記】1月 13日現在 電子申請 445件、郵送 996件、その他 12件 回答率 51.0%  

 アンケートフォームへのアクセスのしやすさなど、これまでにいただいたご意見を踏ま
えて改善を加え、回答期限につきましても１月末まで延長いたしましたので、まだご回答
いただいていない自治会町内会長の皆様におかれましては、何卒ご回答にご協力ください
ますようお願い申し上げます。（既にご回答済みの場合は、ご対応不要です） 
 
１ 改善点 

（１）パソコンからアクセスしやすく変更 
  「横浜市電子申請・届出システム」から、当該ページを検索できるようにしました。 
（２）タイムアウトしにくい設計に変更 

  回答途中でタイムアウトしてしまうことを減らすため、1 ページ当たりの質問数を 
減らしました。 

 
２ 改善後の回答方法（詳細は裏面チラシ参照） 

 （１）スマートフォン等の場合 
二次元バーコードを読み取り、アンケートフォームから回答 

 （２）パソコンの場合 
「横浜市電子申請・届出システム」トップページの【申請できる手続き一覧】の 
「個人向け手続き」をクリック。 
キーワード検索で「自治会 依頼」で検索、当該アンケートを選択して回答。 
◆横浜市電子申請・届出システム 

Google 等の検索サイトで「横浜市 電子申請」と検索するとアクセスできます。 
（参考）URL：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home  

 （３）郵送 
    11 月の各区配送便でお送りした調査票にご記入の上、同封した返信用封筒で返送 
    ＊詳細は、別添のチラシを参照 

 
３ 回答期限 

  令和５年１月 31 日（火）【期限を延長しました】 

市連会１月定例会資料 
令 和 ５ 年 １ 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

 
 

担当 市民局地域活動推進課                        
電話 045-671-2317 
FAX 045-664-0734 



 

「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」 
回答方法 

 
１ スマートフォン等の場合 
 ①カメラモードにして、 

この２次元バーコードを読み込む→ 
 ②アンケートフォームのページが表示されたら、順次回答 
 
２ パソコンの場合 
①googleや Yahoo!などの検索サイトで「横浜市 電子申請」で検索 

 ②「横浜市電子申請・届出システム」のトップページ 
→申請できる手続き一覧（ページ中段） 

  →個人向け手続き 
→キーワード検索で「自治会 依頼」と入力して検索 
→「【自治会町内会長向け】自治会町内会に対する依頼の 
見直しに向けたアンケート」をクリック。 

→アンケートフォームのページが表示されたら、 
「次へ進む」で順次回答 

 
３ 郵送の場合 
 ①11月の配送便でお届けした調査票に回答を記入 
 ②調査票と共に同封した返信用封筒に入れて返送 

＜送付先＞〒231-0005 
      横浜市中区本町 6-50-10 
           横浜市役所 市民局 地域活動推進課 宛 

 
 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、ご協力を 
 お願いします。 



 

 

各自治会町内会長 様 

 

令和４年度「自治会町内会のための講習会」収録動画の 

YouTube配信について 

 

日頃から市政・区政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、新型コロナウィルス感染症の影

響により集合形式から変更し、より多くの自治会町内会の皆様に講習会の内容をご紹介する

ため、講習会内容を収録した動画を YouTube配信いたします。 

つきましては、以下の通りご案内いたしますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。 

 
１ 配信内容、配信期間 

（１）講演 

「負担軽減と ICT活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

配信期間：令和５年２月 10日（金）～令和５年３月 10日（金） 

 ・横浜市と横浜市町内会連合会が協働し、制作いたしました。 

      

（２）事例発表 

   市内３区の自治会町内会より活動事例をご紹介いただきます。 

   ①旭区「コロナ禍における自治会活動～活動形態の工夫で乗り切る～」 

    発表者：若葉台北自治会 会長 菅尾 貞登 氏 

 
   ②戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」 

    発表者：柏尾町内会 会長 齋藤 純一 氏 

 

   ③西区「安全・安心なわが街を目指して～高層マンションの防災・減災対策～」 

    発表者：ヨコハマタワーリングスクエア自治会 会長 平野 周二 氏 

 

   配信期間：令和５年２月１日（水）～令和６年３月 31日（日） 

 

 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

 

２ その他 

  事例発表について、ご質問がございましたら、電子申請・届出システム※でお問合せください。 

   ※トップページ「手続き一覧（個人向け）」->キーワード検索「自治会 講習会」でも検索できます。 

 

 

市連会１月定例会資料 

令 和 ５ 年 １ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 

電話：671－2317、Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.jp 

こちらの講演のみ、 

1 か月間の限定配信です！ 

事例発表の一例（若葉台北自治会の取組より） 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

 
事例発表はこちらのホームページで視聴できます。（下記ご質問に対する回答もこちらに掲出予定） 

 

【担当】横浜市市民局地域活動推進課 川口、石栗 

事例発表動画 

ご質問受付 

ご質問は令和５年２月１日（水）午前９時から令和５年３月 31日（金）午後５時まで受け付けます。 

ご質問に対する回答は、上記ホームページ（横浜市 自治会町内会への加入促進）に掲載予定です。 



令和５年１月18日 

 

単位自治会町内会長 各位 

 

神奈川区長 日比野 政芳 

 

 

厳冬の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

日ごろより、横浜市政・神奈川区政の推進及び地域の振興に多大な御協力と御尽力を

賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、例年神奈川区では、自治会町内会長の皆様の日々の御労苦に対して感謝の意を

表するため「自治会町内会長感謝会」を開催しておりますが、令和４年度は人の密集に

よる新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規模を縮小することといたしまし

た。 

つきましては苦渋の判断ではございますが、地域からの出席者を表彰対象者と地区連

合会長のみとし、単位自治会町内会長のご招待を控えさせていただきますので何卒ご容

赦ください。 

 

 

担当（お問合せ先） 

神奈川区役所地域振興課 小川・沓澤 

電話 ４１１－７０８７ 

 







〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

消 情費 報生 活

くらしナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター

月次相談リポート

「老人ホームの入居権を譲ってほ
しい」という詐欺電話にご注意！

令和５（2023）年　２月号

お互いに　一声かけて見守りを！

「近所に新しい老人ホームが建設される。あなた
は入居できる権利を持っている」と、不審な電話
がかかってきたという情報が寄せられています。

こんな話を信じないでください！
・入居の権利が不要なら、他の人に譲ってほしい。
・あなたの名義で申し込むので一度お金を支払う
　必要がある。

絶対にお金を払ってはいけません！
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